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第１７章 補則（第８９条） 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、社会福祉法人魚沼市社会福祉協議会（以下「本会」という。）定

款第３４条第２項の規定に基づき、職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

２ この就業規則に定めのない事項については、労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）その他の法令の定めるところによる。 

 

（職員の定義） 

第２条 この規則において「職員」とは、第２章の手続きにより採用され、常時本会の

業務に従事する者をいう。 

２ 准職員、臨時職員、非常勤職員、嘱託の職員等についての就業規則は、別に定める。 

 

（規則の遵守） 

第３条 職員は、この規則を遵守し、職場の秩序を保ち、互いに協力してその職務を遂

行しなければならない。 

２ 職員は、上司の指示に従い、上司は職員の人格を尊重し、能率の向上を図り業務の

運営と発展に努めなければならない。 

 

（秘密保持） 

第４条 職員は、本会の業務並びに職員の身上に関し、その職務上知り得た事項につい

ては、在職中はもちろん退職後といえども、他に漏らしてはならない。 

 

第２章 採用 

 

（採用手続き及び提出書類） 

第５条 職員の募集は、原則として公募及び准職員の中から推薦により行うものとし、

応募者の中より、選考試験に合格した者を採用する。 

２ 採用を内定した者に対して、原則として書面により採用内定の通知を行う。 

３ 内定を受けた者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、す

でに提出されている書類がある場合これを省略することができる。 

（１）誓約書（様式第１号） 

（２）身元保証書（様式第２号） 

（３）住民票記載事項の証明書 

（４）健康診断書 

（５）免許その他各種証明書等の写し 

（６）職歴のある者については、年金手帳及び雇用保険被保険者証 

（７）前職のある者については、源泉徴収票 

（８）扶養控除申告書 

（９）個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載
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された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続きおける特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下｢番号法｣という。）施行規則

で定める書類（ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。） 

（10）その他本会が指定する書類 

４ 前項の第３号を除く提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに所定の様

式により届け出なければならない。 

５ 職員が、前二項の届出に虚偽の記述をし、または、その届出を怠ることによって生

ずる不利益に対して、その責を負わない。 

 

（試用期間） 

第６条 新たに採用した者については、採用の日から３月間を試用期間とする。ただし

特別の技能又は経験を有する者には、試用期間を短縮又は設けないことができる。 

２ 試用期間中又は試用期間満了の際、次の各号の事由に該当する場合で引き続き職員

として勤務させることが不適当であると認められる者については、採用を取り消す。 

（１）正当な理由なく無断欠勤が３日以上に及んだとき、又は出勤率が著しく低いとき。 

（２）採用に際し、本会への提出種類の記載事項、又は面接時に述べた事項が事実と相

反することが判明したとき。 

（３）業務遂行に支障となるおそれがある既往症を隠していたことが判明したとき。 

（４）懲戒事由に該当する行為があったとき。 

（５）身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められるとき。 

（６）作業能率､能力が劣悪であると認められるとき。 

（７）その他前各号に準ずる程度の事由があるとき。 

３ 試用期間は、勤続年数に通算する。 

 

（労働条件の明示） 

第７条 会長は、職員の採用に際して、採用時の賃金、勤務時間、その他の労働条件が

明らかとなる書面等を交付して労働条件を明示する。 

 

第３章 服務 

 

（服務の基準） 

第８条 職員は、この規則の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。 

第９条 職員は、職務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として、職務の遂行に専念

しなければならない。 

第１０条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については親切かつ丁寧

でなければならない。 

 

（遵守事項） 

第１１条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）本会の定款、規則及び規程並びに関係する法律を守り、業務上の指示命令に従

うこと。 

（２）本会の名誉又は信用を傷つけるようなことをしないこと。 
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（３）業務に関し、供応及び贈与を受けないこと。 

（４）許可なくして他に就職し、又は事業を営まないこと。 

（５）許可なく物品を持ち出さないこと。 

（６）業務に関するもののほか、施設管理者の承認を得ずに施設内で集会を開催し、

文書その他の印刷物を掲示及び頒布し、物品の販売をし、又は寄付の募集をしないこ

と。 

（７）職員の立場を利用して宗教活動や政治活動、業務に関係のない文書の配布、物

品の販売等をしないこと。 

（８）相手方の望まない性的言動により、他の職員並びに利用者等に不利益を与えた

り、就業環境を害すると判断されたりする行為を行わないこと。 

（９）職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範

囲を超える言動、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制などにより、

他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するような行為を行わ

ないこと。 

（10）職員は、出産・育児及び介護休業の制度の申出及び利用に関して、当該申出及

び利用する職員の就業環境を害する言動を行わないこと。 

（11）職員は、自らの業務に関係のない特定個人情報及び個人情報を不当に取得して

はならない。 

（12）職務上知れ得た特定個人情報及び個人情報を、職務の範囲を超えて内外を問わ

ず他人に提示・利用・提供させてはならない。 

（13）番号法、個人情報保護法やその政令・省令・ガイドラインで定められた規定に

従い、特別個人情報及び個人情報を取り扱うものとする。特別個人情報取扱規程を別

に定めるものとする。 

 

（身分証明書） 

第１２条 職員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、就業中は常に

身分証明書（様式第３号）を携帯していなければならない。 

 

（出勤簿等） 

第１３条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、備え付けの出勤簿に直ちに押

印し、又はタイムカードを打刻しなければならない。ただし、タイムカードの場合は、

退所のときも打刻するものとする。 

 

（休暇等の届出） 

第１４条 職員は、次の各号の一に該当するときは、この規則の定めるところにより届

け出て、承認を受けなければならない。 

（１）休暇を受けようとするとき。 

（２）職務に専念する義務の免除を受けようとするとき。 

（３）欠勤しようとするとき。 

（４）早退しようとするとき。 

（５）遅参しようとするとき。 
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（休暇等の場合の処置） 

第１５条 職員は、休暇、出張及び欠勤等の場合において担当事務の未決に属するもの

があるときは、これを上司に報告しなければならない。 

２ 前項の申出があったときは、所属長は直ちに代理者を定めて処理させなければなら

ない。 

 

（勤務時間内の外出） 

第１６条 職員は、勤務時間内に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出

て、上司の承認を受けなければならない。 

２ 職員は勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなけ

ればならない。 

 

（出張） 

第１７条 職員には、業務上必要があるときは出張を命ずる。 

２ 出張を命ぜられた職員が帰着したときは、帰着の日から遅滞なく復命書（様式第４

号）を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭をもって復命

することができる。 

３ 前項の復命書で必要と認めるものについては、会長の閲覧に供し、又は理事会に報

告するものとする。 

 

（職務に専念する義務の免除） 

第１８条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ承認を得て、

その職務に専念する義務を免除されることができる。 

（１）職務に関し、証人又は鑑定人となり裁判所その他に出頭する場合 

（２）妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響がある

と認められる場合 

（３）文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加

する場合 

（４）その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に

属する事務を行う場合 

（５）公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する

場合 

（６）前各号のほか、間接的に職務に関わる場合であらかじめ会長が定める場合 

２ 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員は、あらかじめ職務専念義

務免除承認願（様式第５号）により承認を得なければならない。 

 

（退所） 

第１９条 職員は、退所しようとするときは、自己の取り扱いにかかわる文書及び物品

を所定の場所に整理保管しなければならない。 

２ 前項の場合において、現金、有価証券その他の重要物品については、出納責任者に

おいて金庫に格納するなど、万全の措置を講じなければならない。 

３ 最後に退所する職員は、各種機器の不要とするスイッチを切り、所内の消灯及び火



職員就業規則 

- 6 - 

の元を確認し、事務室及び出入口の施錠を確認しなければならない。 

 

第２０条 削除 

 

（引継ぎ等） 

第２１条 配置換え、休職又は退職の場合においては、その担当している事務について

事務引継書を作成し、担当していた職務に関する物品、事務書類等を添えて速やかに

所属長の指名するものに引き継がなければならない。 

 

   第４章 異動 

 

（異動） 

第２２条 会長は、業務上の必要がある場合は、職員に異動（配置転換、転勤、出向、役

職の任免）を命じ、又は担当業務以外の業務を行わせることができる。 

２ 職員は前項の命令について、正当な理由がない限りこれに従わなければならない。 

 

第５章 就業時間、休憩時間、休日及び休暇 

 

    第１節 就業時間、休憩時間 

 

（就業時間及び休憩時間等） 

第２３条 職員の就業時間及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合そ

の他やむを得ない事情により１時間の範囲で就業時間及び休憩時間を繰り上げ、又は

繰り下げることがある。 

（１）就業時間 ８時３０分から１７時３０分まで 

（２）休憩時間 １２時００分から１３時００分まで 

 

（所定労働時間） 

第２４条 所定労働時間は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日について８

時間を割り振るものとする。 

２ 勤務の特殊性又は特殊の必要により、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につ

き１週間あたり４０時間を割り振ることができる。 

 

（休憩時間） 

第２５条 １日の就業時間が６時間を超える場合においては少なくとも４５分、８時間

を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に

置かなければならない。ただし、業務の状況等により第２３条第２号に規定する休憩

時間を変更することができる。 

 

第２節 休日 

 

（休日） 
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第２６条 休日は、次のとおりとする。 

（１）土曜日及び日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日及び１２月２

９日から翌年の１月３日までの日 

 

（休日の振替） 

第２７条 業務の運営上特別の形態によって勤務する必要がある場合については、前条

の規定にかかわらず、１日又は４時間を単位として、休日を他の労働日と振り替える

ことができる。ただし、労働基準法に定める法定休日の振替は、当該の週の別の１日

を事前に指定するものとする。 

２ 前項の規定により、休日及び就業時間の割り振りを定める場合には、４週間ごとの

期間につき８日の休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、４週

間ごとの期間につき８日の休日を設けることが困難である職員については、４週間を

超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で休日を設ける場合には、この限り

ではない。 

３ 法定休日以外の休日を振り替える期間は、原則として当該休日の前後３０日以内と

する。 

４ 休日の振替等を行う場合には、これを行った後において、週休日が毎４週間につき

４日以上になるようにし、かつ、勤務日等が引き続き２４日を超えないようにしなけ

ればならない。 

５ 半日勤務日の割振り変更を行う場合には、第１項に規定する期間内にある勤務日の始業

の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振らなければなら

ない。 

 

（時間外、深夜及び休日勤務） 

第２８条 業務の都合により特に必要があると認めるときは、職員に対して所定就業時

間外、深夜及び所定休日に勤務を命ずることができる。 

２ 前項により勤務を命ぜられた場合において、その１日又は４時間を他の１日又は４

時間と振り替える場合は、休日の振替簿（様式第６号）に必要事項を記載の上確認印

を押し、所属長の確認印を受けなければならない。 

 

（宿日直） 

第２９条 業務上必要がある場合は、所定就業時間外又は休日に、宿直又は日直の勤務

に就かせることができる。 

 

第３節 休暇の種類 

 

（休暇の種類） 

第３０条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇及び介護休暇とする。 

 

第４節 年次有給休暇 
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（年次有給休暇） 

第３１条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。 

２ ６月間継続勤務し、所定労働日数の８割以上勤務した職員には、１０日の年次有給

休暇を与える。ただし次の期間は出勤率の算定上出勤したものとみなす。 

（１）業務上の傷病による休業期間 

（２）年次有給休暇の取得期間 

（３）産前産後休暇の取得期間 

（４）育児休業、介護休業の取得期間のうち法定の期間 

３ １年６月以上継続勤務した職員には、直前の年次有給休暇付与又は加算期日を基準

日として、１年を経過するごとに当該期間の所定労働日数の８割以上の勤務をもって

１日、３年６月以上継続勤務した職員については、同じく２日を加算した年次有給休

暇を与える。ただし、その日数が２０日を超える場合は、２０日とする。 

４ 年次有給休暇の残余日数は、１年に限り当該年の翌年に繰り越すことができる。 

５ 年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季

にこれを与えることができる。 

６ 准職員及び臨時職員から職員に雇用された者は、労働契約が継続しているものとし、

在籍期間を通算する。 

 

（年次有給休暇の単位） 

第３２条 年次有給休暇の単位は、１日、半日又は時間とする。 

２ １時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、８時間をも

って１日とする。 

３ 前条第４項の規定により、繰り越すことができる年次有給休暇は日を単位とし、１

日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。 

 

（年次有給休暇の請求） 

第３３条 年次有給休暇を得ようとする職員は、あらかじめ年次有給休暇簿（様式第７

号）に記入して請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりこれがで

きない場合には、その事由を明らかにし、上司等を経由して事前に連絡をした上で、

事後において遅滞なく請求するものとする。 

 

（年次有給休暇の承認） 

第３４条 年次有給休暇の請求があった場合には、請求する時季に与えなければならな

い。ただし、第３１条第５項の規定に基づき、請求された時季以外の時季に年次有給

休暇を与えることができる。 

２ 年次有給休暇が 10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付

与日から 1 年以内に当該職員の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、職員の

意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。た

だし、職員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得し

た日数分を 5日から控除するものとする。 

 

第５節 療養休暇 
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（療養休暇） 

第３５条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のための療養する必要があり、その勤務し

ないことがやむを得ないと認められた場合における休暇とする。 

２ 前項の規定により取得できる療養休暇の期間は、次の各号に掲げる期間とする。 

（１）業務上の負傷若しくは疾病又は通勤（労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号）第 7条に規定する通勤をいう。以下同じ。）による負傷若しくは疾病の場合

は、その療養上必要と認める期間 

（２）結核性疾患の場合には、１年の範囲内でその療養に必要と認める期間 

（３）前号及び前々号以外の負傷又は疾病の場合には、６月の範囲内でその療養に必要

と認める期間 

３ 前項の期間の計算については、その期間中に休日又は振替休日を含むものとする。 

４ 療養休暇は、休日を除く７日までは有給とし、7日を超えた分については、その勤務

しない１時間につき、別に給与規程で定める方法により算出した当該職員の勤務１時

間当たりの給与額を控除する。ただし、第２項第１号の場合については、３月までは

有給とすることができる。 

 

（療養休暇の請求） 

第３６条 療養休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ療養休暇申請書（様式

第８号）に記入して申請しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得な

い事由によりこれができない場合には、その事由を明らかにし、上司等を経由して事

前に連絡をした上で、事後において遅滞なく請求するものとする。 

 

（療養休暇の承認） 

第３７条 療養休暇の申請について、当該各条に該当すると認められるときは、原則と

してこれを承認する。 

２ 前項の場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の

提出を求めることができる。休暇の期間が７日以上の場合は、証明書類を提出しなけ

ればならない。 

 

第６節 特別休暇 

 

（特別休暇） 

第３８条 特別休暇は、特別の事情により職員が勤務しないことが相当である場合とし

て次の各号に定める場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とす

る。 

（１）職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事

等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の５日前の日か

ら当該結婚の日後１月を経過するまでの間における連続する５日の範囲内の期間 

（２）６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である女子

職員が請求したとき 出産日までの請求した期間 

（３）女子職員が出産したとき 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間（産
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後６週間を経過した女子社員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認

めた業務につく期間を除く。） 

（４）妊娠中又は出産後１年以内の女子職員が母子保健法第１０条に規定する保健指導

又は同法第１３条に規定する健康診断を受ける場合 その都度必要とする期間 

（５）生後１年に達しない子を育てる女子職員が、その生児の育児のために必要と認め

られる授乳等を行うとき １日２回それぞれ３０分以内の期間 

（６）生理日の就業が著しく困難なとき 連続する２日以内で必要とする期間 

（７）職員の妻（届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）が出

産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤

務しないことが相当であると認められるとき 職員が妻の出産するため病院に入院

する等の日から当該出産の日後２週間を経過するまでの間における２日間の範囲内

の期間 

（８）職員の親族（別表の親族欄に掲げる親族に限る）が死亡した場合で、職員が葬儀、

服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当

であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数 

（９）職員が父母の追悼のため特別な行事（父母の死亡後１５年以内に行われるものに

限る。）のため勤務しないことが相当であると認められるとき １日の範囲内の期間 

（10）職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充

実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の７月から９月の

期間内における原則として連続する３日の範囲内の期間 

（11）職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会貢献する活動（専ら親族に対する支

援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められ

るとき一の年において５日の範囲の期間 

（12）地震、水害、火災その他の災害又により職員の現住居が滅失し、又は破損した場

合で、職員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当と認められるとき 

７日の範囲内の期間 

（13）地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著し

く困難であると認められるとき 必要と認められる期間 

（14）職員が選挙その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがや

むを得ないと認められるとき（ただし、業務に支障がある場合は、権利の行使を妨

げない限度において、その時刻を変更することができる。） 必要と認められる期間 

（15）職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対し

て登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者

に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤

務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要とする期間 

（16）小学校就学に始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下、この号において

同じ。）を養育する職員が、その子の看護（負傷若しくは疾病にかかったその子の世

話又は疾病の予防を図るために必要なものとして会長が定めるその子の世話を行う

ことをいう。）のため、勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年にお

いて５日（その養育する小学校就学に始期に達するまでの子が２人以上の場合にあ

っては、１０日）の範囲内の期間。 

２ 前項の期間の計算については、同項第１０号及び１１号の場合を除き、その期間中
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に休日を含むものとする。 

３ 特別休暇は、休日を除く１０日までは有給とし、１０日を超えた分については、第

３５条第４項の例により無給とする。ただし、第１項第５号に規定する育児時間につ

いては、有給とする。 

４ 第１項第１１号の休暇の単位は、１日又は半日単位とし、第１６号の休暇の単位は、

１日又は１時間とし、１時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、８

時間をもって１日とする。 

 

（特別休暇の請求） 

第３９条 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ特別休暇申請書（様式

第９号）に記入して申請しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得な

い事由によりこれができない場合には、その事由を明らかにし、上司等を経由して事

前に連絡をした上で、事後において遅滞なく請求するものとする。 

２ 前条第１項第３号に掲げる産後６週間を経過して就業を申し出た場合に該当するこ

ととなった女子職員は、その旨を速やかに届け出るものとする。 

 

（特別休暇の承認） 

第４０条 特別休暇の申請について、当該各号に該当すると認められるときは、原則と

してこれを承認する。ただし、業務の運営に支障があり、他の時季においても当該休

暇の目的を達成すると認められる場合は、この限りではない。 

２ 前項の場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の

提出を求めることができる。休暇の期間が 7 日を超える場合は、証明書類を提出しな

ければならない。 

 

第７節 介護休暇 

 

（介護休暇の資格者） 

第４１条 次の各号の全てに該当する職員は､介護休暇を申し出ることができる。 

（１）介護のために休暇を希望する者 

（２）介護状態にある対象家族を介護する者 

 

（要介護状態） 

第４２条 この規則において、要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上

の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 

 

（対象家族） 

第４３条 この規則において対象家族とは、次の各号の者をいう。 

（１）配偶者 

（２）父母 

（３）子 

（４）配偶者の父母 

（５）同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫 
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（６）上記以外の家族で会長が認めた者 

 

（取得日数） 

第４４条 介護休暇の取得日数には休日を含まないものとし、当該家族が１人の場合は

１年間に５日、２人以上の場合は１年間に１０日を限度として取得することができる。 

２ 介護休暇は、時間単位で取得することができる。 

３ 介護休暇は、有給とする。 

４ 介護休暇取得期間は、通常の勤務をしたものとして算定する。 

 

（介護休暇の申出及び撤回手続き） 

第４５条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、原則として介護休暇を開始しよう

とする日（以下「休業開始日」という。）の２週間前までに、介護休暇申出書（様式第

１０号）を会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、介護休暇申出書を受取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求

めることができる。 

３ 介護休暇申出書が提出されたときは、速やかにその取り扱いについて介護休暇取得

取扱通知書（様式第１１号）で通知するものとする。 

４ 休暇開始日の前日までは、介護休暇撤回届（様式第１２号）を提出することにより、

介護休暇の申出を撤回することができる。 

 

（介護休暇の期間） 

第４６条 介護休暇の取得期間は１年間とし、原則として４月１日から翌年３月３１日

までの期間とする。ただし、申出に係る家族の死亡等により第４１条第２号の要件を

満たさなくなった場合は、当該事由が発生した日をもって終了するものとし、申出者

は、速やかにその旨を通知しなければならない。 

 

第８節 理事会への報告等 

 

（理事会への報告） 

第４７条 会長は、休暇で１月を超えるものを承認したときは、その後開催される理事

会に報告しなければならない。休暇が終了し、職務に復帰したときも同様とする。 

 

（その他の事項） 

第４８条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

   第６章 育児休業、介護休業 

     

第１節 育児休業 

 

（育児休業の資格者） 

第４９条 次の各号の全てに該当する職員は､育児休業を申し出ることができる。 

（１）育児のために休業を希望する者 
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（２）１歳に満たない子（養子を含む。）と同居し、養育する者 

 

（申出の回数） 

第５０条 育児休業の申出は、特別の事情のない限り、１子につき１回とし、双子の場

合もこれを１子とみなす。 

 

（育児休業申出の特例） 

第５１条 配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業を取得している場合、

職員は養育する子が１歳２月に達するまでの間において、その子の出生日以後の産前

産後休暇期間と育児休業期間との合計が１年を限度として、育児休業を申し出ること

ができる。 

 

（育児休業の申出及び撤回手続き） 

第５２条 育児休業を申し出る職員は、原則として育児休業を開始しようとする日（以

下「休業開始日」という。）の１月（子の１歳から１歳６月までの間の育児休業の場合

は２週間）前までに、育児休業申出書（様式第１３号）を提出しなければならない。 

２ 育児休業申出書を受取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めること

ができる。 

３ 育児休業申出書が提出されたときは、速やかにその取り扱いについて育児休業取扱

通知書（様式第１４号）で通知するものとする。 

４ 申出の日後に申出にかかる子を出産したときは、出生後２週間以内に必要事項を届

け出なければならない。 

５ 休業開始日の前日までは、育児休業撤回届（様式第１５号）を提出することにより、

育児休業の申出を撤回することができる。 

６ 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申

出をすることができない。 

 

（育児休業の期間）  

第５３条 育児休業の期間は、原則として子が１歳に達するまでを限度として育児休業

申出書に記載された期間とする。 

２ 次の各号のいずれにも該当する者は、子が１歳６か月に達するまでの間で必要な日

数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、

原則として子の１歳の誕生日に限るものとする。 

（１）職員又は配偶者が子の１歳の誕生日の前日に育児休業をしていること 

（２）次のいずれかの事情があること 

ア 保育所等に入所を希望しているが入所ができない場合 

イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以降育児に

あたる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育すること

が困難になった場合 

３ 次の各号のいずれにも該当する者は、子が２歳に達するまでの間で必要な日数につ

いて育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の１

歳６か月の誕生日応当日に限るものとする。 
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（１）職員又は配偶者が子の１歳６か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしているこ

と 

（２）次のいずれかの事情があること 

ア 保育所等に入所を希望しているが入所ができない場合 

イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳６か月以降

育児にあたる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育す

ることが困難になった場合 

４ 前項の規定にかかわらず、育児休業､介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）の定め

るところにより休業開始日の指定を行うことができる。 

５ 職員は、育児休業期間変更申出書（様式第１６号）により、育児休業開始予定日の

１週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、

育児休業を終了しようとする日（以下「育児休業終了予定日」という。）の１か月前ま

でに申し出ることにより、育児休業終了日の繰り下げ変更を行うことができる。育児

休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則とし

て１回に限り行うことができるが、第２項及び第３項に基づく休業の場合には、第１

項に基づく休業とは別に、子が１歳から１歳６か月に達するまで及び１歳６か月から

２歳に達するまでの期間内で、それぞれ１回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を

行うことができる。 

６ 職員が育児休業期間変更申出書を提出した時は、速やかに通知するものとする。 

 

（育児休業期間の給与の取り扱い） 

第５４条 職員が育児休業の承認を受けて勤務しないときは、その勤務しない期間につ

いては、給与は支給しない。 

 

（復職後の取り扱い） 

第５５条 育児休業後の勤務は､原則として､休業直前の部署及び勤務で行うものとする。

ただし、組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び勤務の変更を行う

ことがある。この場合は、休業終了日の概ね２週間前までに正式に決定し通知するも

のとする。 

 

（育児部分休業の制度） 

第５６条 職員で、３歳に満たない子と同居し、その子を養育する者は、育児部分休業

の制度の適用を受けることができる。 

２ 前項の育児部分休業は、就業時間の初め又は終わりにおいて、１日において２時間

（授乳のための特別休暇を承認されている職員については、別に 30分ずつ 2回の育児

時間を請求することができる）を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況

から必要とされる時間について、３０分を単位として行うものとする。 

３ 適用を受けようとする職員は、１回につき、１カ月以上１年以内の期間について、

育児部分休業を開始しようとする日及び育児部分休業を終了しようとする日を明らか

にして、原則として、１カ月前までに、育児部分休業申出書（様式１３号の１）により

申出なければならない。育児部分休業申出書が提出されたときは、速やかに申出者に
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対して、育児部分休業取扱通知書(様式１３号の２)を交付する。 

 

（育児部分休業期間の給与の取り扱い） 

第５７条 職員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない１

時間につき、別に給与規程で定める方法により算出した当該職員の勤務１時間当たり

の給与額を減額する。 

 

（法令との関係） 

第５８条 育児休業及び育児部分休業に関して、この規則に定めない部分については、

育児・介護休業法、その他の法令等の定めるところによる。 

 

    第２節 介護休業 

 

（介護休業） 

第５９条 介護休業は、職員が次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により要介護状態に

ある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休

業とする。 

（１）配偶者（届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。） 

（２）父母 

（３）子 

（４）配偶者の父母 

（５）祖父母及び兄弟姉妹 

（６）父母の配偶者 

（７）配偶者の父母の配偶者 

（８）子の配偶者 

（９）配偶者の子 

（10）孫（その父母のいずれもが死亡している者に限る。） 

２ 介護休業の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、延べ９３日間の範囲内で３回を上限として分割して取得する

ことができる。 

３ 介護休業の単位は、１日又は１時間とし、１時間を単位として使用した休業を日に

換算する場合には、８時間をもって１日とする。 

４ 介護休業については、その勤務しない１時間につき、別に給与規程で定める方法に

より算出した当該職員の１時間当たりの給与額を控除する。 

５ １時間を単位とする介護休業は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の

時刻まで連続した４時間の範囲内とする。 

 

（介護部分休業の制度） 

第５９条の１ 要介護状態にある家族を介護する職員は、申出ることにより、当該家族

1 人あたり利用開始の日から３年の間で２回までの範囲内で、介護部分休業をするこ

とができる。所定労働時間を午前９時から午後４時まで(うち休憩時間は、午前１２時
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から午後１時までの１時間とする。)の６時間とする。 

２ 適用を受けようとする職員は、介護部分休業を開始しようとする日を明らかにして、

原則として、介護部分休業開始予定日の２週間前までに、介護部分休業申出書（様式

１７号の１）により申出なければならない。介護部分休業申出書が提出されたときは、

速やかに申出者に対して、介護部分休業取扱通知書(様式１７号の２)を交付する。 

３ 本制度の適用を受ける間の給与については、第５９条第４項と同様とする。 

４ 期末手当及び勤勉手当については、その短縮した時間について、勤務しなかった時

間として算定する。 

５ 昇給の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は、通常の勤務をしているも

のとみなす。 

 

（介護休業の申出手続き） 

第６０条 介護休業を申し出る職員は、当該休業の承認を受けようとする期間の始まる

日の前日から起算して１週間前の日までに介護休業申出書（様式第１７号）を提出し

なければならない。 

２ 前項の場合において、前条第２項に規定する介護を必要とする一の継続する状態に

ついて初めて介護休業の承認を受けようとするときは、２週間以上の期間について一

括して請求しなければならない。 

 

（介護休業の承認及び撤回手続き） 

第６１条 介護休業申出書が提出されたときは、第５９条に定める場合に該当すると認

められるときは、原則としてこれを承認するものとし、速やかにその取扱いについて

介護休業取扱通知書（様式第１８号）により通知するものとする。 

２ 前項の場合において、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の

提出を求めることができる。休業の期間が７日を超える場合は、証明書類を提出しな

ければならない。 

３ 介護休業撤回届（様式第１９号）により介護休業の申出を撤回した者について、再

度の申出は原則として１回とし、特別の事情がある場合について本会がこれを適当と

認めた場合には、１回を超えて申し出ることができるものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、育児・介護休業法の定めるところにより休業開始日の指

定を行うことができる。 

５ 職員は、介護休業を終了しようとする日（以下「休業終了日」という。）の２週間前

までに申し出ることにより、休業終了日の繰り下げ変更を行うことができる。この場

合において、休業開始日から変更後の休業終了日までの期間は６月を超えないことを

原則とする。 

６ 職員が休業終了日の繰り上げ変更を希望する場合には、申し出るものとし、速やか

にその可否について通知するものとする。 

 

（復職後の取り扱い） 

第６２条 介護休業後の勤務は､原則として､休業直前の部署及び勤務で行うものとする。

ただし、組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び勤務の変更を行う

ことがある。この場合は、休業終了日の概ね２週間前までに正式に決定し通知するも



職員就業規則 

- 17 - 

のとする。 

 

（法令との関係） 

第６３条 介護休業に関して、この規則に定めない部分については、育児・介護休業法、

その他の法令等の定めるところによる。 

 

    第３節 育児休業及び介護休業中の給与及び昇給等の取り扱い 

 

（給与及び昇給等） 

第６４条 育児休業及び介護休業中は在職期間でないものとし、給与等は支給しない。

ただし、期末手当及び勤勉手当については、育児休業及び介護休業期間を除いた在職

期間については、別に定める給与規程の規定により支給する。 

２ 育児休業及び介護休業の期間は、昇給の算定期間から除く。 

 

   第７章 休職 

 

（休職） 

第６５条 職員が次の各号の―に該当する場合においては、休職を命ずることができる。 

（１）業務上の負傷又は疾病による休暇の期間が、１年を超えたとき。 

（２）結核性疾患による休暇の期間が、１年を超えたとき。 

（３）前号以外の負傷又は疾病による休暇の期間が、６月を超えたとき。 

（４）刑事事件に関し起訴された場合で、休職させることが必要と認められたとき。 

（５）前各号のほか、特別の事情があって、休職させることが必要と認められたとき。 

２ 前項第１号から第３号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合において

は、医師の診断書に基づいて行うものとし、その休職の期間は、前項第１号及び第２

号の場合においては療養を開始してから３年を超えない範囲において、前項第３号の

場合に置いては療養を開始してから１年を超えない範囲内において、休養を要する程

度に応じ、個々の場合について会長が定める。   

３ 第１項第４号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件にかかわって

から３年の範囲内とする。 

４ 休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは、満了の日をもって自然退

職とする。ただし、特に必要と認めた場合は、休職期間を更に延長することができる。 

 

（復職） 

第６６条 休職を命じられた職員及び１月以上の休暇・休業取得中の職員は、休職及び

休暇・休業期間の満了前に休職事由が消滅したときは、復職願（様式第２１号）を遅

滞なく提出しなければならない。この場合においては、医師の診断書又は事由消滅を

証する書類を添付しなければならない。 

２ 前項の規定による復職願いが提出された場合において、その事由が消滅したと認め

たときは、速やかに復職を命ずるものとする。 

 

（休職の効果） 
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第６７条 休職を命ぜられた職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しな

い。 

２ 休職者は休職の期間中、法令又は規則に特別の定めがある場合を除くほか、いかな

る給与も支給されない。 

３ 休職期間は、勤務年数に算入しない。 

 

（理事会への報告） 

第６８条 会長は、休職を命じたときは、理事会に報告しなければならない。復職を命

じたときも同様とする。 

 

   第８章 給料、手当及び退職金等 

 

（給与、手当及び退職金等） 

第６９条 職員の給与、手当及び退職金等に関する事項は、別に定める給与規程による。 

 

（出張旅費） 

第７０条 職員が出張のため旅行したときに支給する旅費については、別に定める職員

旅費支給規程による。 

 

   第９章 一般退職 

 

（一般退職） 

第７１条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、当該事由の発生した日をも

って職員としての身分を失う。 

（１）死亡したとき。 

（２）本人の都合により退職を願い出てその承認があったとき。 

２ 前項第２号の退職の申出は、文書により退職予定日の１月前までにしなければなら

ない。 

 

   第１０章 定年退職 

 

（定年） 

第７２条 職員の定年は、満６０歳とする。 

２ 職員は、満６０歳に達したときは、６０歳に達した年度の末日（以下「定年退職日」

という。）をもって退職する。 

３ 前項の規定により退職する者で、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しな

い者については、准職員もしくは臨時職員としてそれぞれの就業規則に準拠して６５

歳まで継続雇用する。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、事務局長の定年は、満６５歳とし、６５歳

に達した年度の末日をもって退職とする。 

 

   第１１章 教育 
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（教育） 

第７３条 職員の技能、知識及び安全衛生を向上させるため、積極的に研修を行うとと

もに外部の研修に参加させるものとする。 

２ 個人情報及び特定個人情報等の保護管理を徹底するため、職員に対し個人情報及び

特定個人情報等の適正な管理に関する教育訓練を行う。また、個人情報及び特定個人

情報等の管理責任者並びに個人情報及び特定個人情報等を取り扱う事務取り扱い担当

者に対して、別に教育訓練を指示することがある。 

３ 職員は、教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育

訓練を受けなければならない。 

 

   第１２章 表彰 

 

（表彰） 

第７４条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、表彰する。 

（１）永年にわたり誠実に勤務し、他の模範として認められる場合 

（２）災害等を未然に防止し、又は非常の際特に功労のあった場合 

（３）社会的功績があった場合 

（４）その他前各号に準じる功績及び善行があると認められる場合 

２ 表彰は、表彰状の授与により行う。 

 

   第１３章 懲戒 

 

（懲戒） 

第７５条 職員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止･制

限事項に抵触する職員に対して、懲戒を行う。 

 

（懲戒の種類及び方法） 

第７６条 懲戒の種類及び方法は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）説諭：悪いことを改めるように教えさとす。 

（２）訓戒：始末書をとり、２度と繰り返さないように戒める。 

（３）減給：始末書をとり、１回の額が平均賃金の１日分の半額を超え、総額が一賃金

支払期における賃金の総額の１０分の１を超えない額を減ずる。 

（４）停職：始末書をとり、１日以上６月以下の期間、職員の身分は保有するが、いかな

る給与も支給しない。 

（５）諭旨退職：退職願を提出するよう勧告し、勧告した日から７日以内にその提出が

ないときは、懲戒解雇とする。 

（６）懲戒解雇：予告期間を設けることなく、即時に解雇する。ただし、この場合におい

て、所轄労働基準監督所長の認定を受けたときは、予告手当てを支給しない。 

 

（訓戒、減給及び停職） 

第７７条 職員が次の各号の一に該当するときは、減給又は停職に処する。ただし、情
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状によって訓戒にとどめることができる。 

（１）第３条、第４条及び第１１条の規定に違反したとき。 

（２）第１１条第４号から第７号の行為の未遂が発見されたとき。 

（３）正当な理由なく欠勤、遅刻を重ねたとき。 

（４）素行不良で公序良俗に反したとき。 

（５）他の職員に暴力的行為等を加え、その業務を妨害したとき。 

（６）その他前各号に準じる不当な行為をしたと認められるとき。 

 

（懲戒解雇） 

第７８条 職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、情状に

より、又は改悛の情が明らかな場合は、諭旨退職、停職又は減給にとどめることがで

きる。 

（１）無断若しくは正当な理由なく、欠勤が連続１４日以上に及び、出勤の督促にも応

じないとき。 

（２）無断若しくは正当な理由なく、しばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠り、改

善の見込みがないとき。 

（３）刑事法規に該当して禁固刑以上の判決を受けたとき。 

（４）重要な経歴を詐称し、その他不正な手段で採用されたとき。 

（５）故意又は重大な過失により、災害又は業務運営上の事故を発生させ、本会に重大

な損害を与えたとき。 

（６）許可を受けず、在籍のまま他の事業の経営に参加したり、又は労務に服したり、

若しくは事業を営むとき。 

（７）本会の目的に反し、職務上の地位を利用し、第三者から報酬を受け、若しくはも

てなしを受けるなど、自己の利益を図ったとき。 

（８）前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき。 

（９）第３章の服務に違反した場合であって、その事案が重大なとき。 

（10）暴行、脅迫その他不法行為をして、著しく職員としての対面を汚したとき。 

（11）その他、前各号に準ずる程度の不当な行為のあったとき。 

 

（損害賠償） 

第７９条 職員が故意、又は重大な過失により本会に損害を与えた場合、損害を現状に

回復させるか、又は回復に必要な費用の全部若しくは一部を賠償させることができる。

ただし、これにより懲戒に関する規定の適用を免れるものではない。 

２ 前項の損害賠償の責任は、退職後も免れることはできない。 

３ 前２項の損害について、本人から賠償がなされないときは、身元保証人にその責任

を追及することができる。 

 

   第１４章 解雇 

 

（解雇） 

第８０条 職員が次の各号の一に該当するときは、３０日前に予告し、又は平均給料の

３０日分を支給して、その意に反して、解雇することができる。 
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（１）勤務実績が著しく悪いとき。 

（２）本会が管理する利用者及び役職員等の特定個人情報（個人番号を含む個人情報）

を故意にまたは重大な過失により漏えい、流失させたとき。 

（３）職場の風紀又は規律を著しく乱したとき。 

（４）業務の運営上損害を及ぼしたとき。 

（５）身体又は精神の障害により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない

と認められるとき。 

（６）第６５条第２項から第４項に定める休職期間を超えても復職できないとき。 

（７）補助事業又は補助金の廃止又は打ち切りによる職制の改廃若しくは予算の減少及

び事業の縮小などやむを得ない業務の都合による廃職又は過員を生じたとき。 

（８）その他、前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき。 

２ 前項の予告の日数は、１日について平均給料を支払った場合においては、その日数

だけ短縮することができる。 

３ 会長は、第１項の規定により職員を解雇したときは、理事会に報告しなければなら

ない。 

 

（解雇制限） 

第８１条 職員が業務上の傷病により療養のために休業する期間及びその後３０日間な

らびに女性職員が出産のため休業する期間及びその後３０日間は、解雇しない。 

 

第１５章 災害補償 

 

（災害補償） 

第８２条 職員の業務上の事由又は通勤による疾病、負傷若しくは死亡した場合の補償

については、労働者災害補償保険法に定めるところによる。 

 

（打切補償） 

第８３条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、その負傷又は疾病が療養開始後３

年を経過しても治らない場合には、平均賃金の１，２００日分を支払い、その後は補

償を打ち切ることができる。 

 

（労災保険との関係） 

第８４条 補償を受けるべき者が労働者災害補償保険法によって給付を受けるときは、

その給付額の限度において本会は補償を行わないものとする。 

 

（補償の免責） 

第８５条 職員の重大な過失により、業務上負傷し、又は疾病にかかり、本会がその過

失について労働基準監督署長の認定を受けたときは、休業補償及び障害補償を行わな

いことができる。 

 

   第１６章 安全及び衛生 
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（安全及び衛生の心得） 

第８６条 会長及び職員は、安全衛生に関する事項を守り、常に職場の整理整頓に努め、

消防具、救急品の備付場所ならびにその使用方法を習得するとともに、災害の防止に

努めなければならない。 

２ 職員は、安全衛生に関する法令等を守り、健康保持、疾病予防及び利用者等への感

染症等の予防に努めなければならない。 

 

（災害発生の場合の処理） 

第８７条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険を予知したとき

は、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司に報告してその指示に従わなければなら

ない。 

 

（健康診断） 

第８８条 次の各号に定める健康診断を、当該各号に定めるところにより実施するもの

とする。 

（１）採用時健康診断 職員として採用しようとする者について会長が必要と認める項

目について健診を行わせる。 

（２）定期健康診断 法令に定める項目について、毎年健診期間を指定して行うものと

する。 

２ 職員が疾病、職務その他やむを得ない事由により、定められた期間中に健康診断を

受けることができなかった場合で必要と認めるときは、当該職員に対して、別に健康

診断を受けさせ、健康診断書を提出するよう指示することができる。 

３ 前２項の健康診断の結果によって職員の健康保持、疾病予防及び利用者等への感染

症等の予防のため、就業の停止、治療その他保健衛生上必要な措置をとることができ

る。 

 

第１７章 補則 

 

（その他） 

第８９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

   附 則 

１ この規則は、平成 16年 11月１日から施行する。 

２ この規則は、平成 19年 3月 23日から施行し、平成 19年 3月 1日から適用する。 

３ この規則は、平成 19年 6月１日から施行する。 

４ この規則は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

５ この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

６ この規則は、平成 28年 1月 19日から施行し、平成 28年 1月 1日から適用する。 

７ この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

８ この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

９ この規則は、平成 30年 3月 31日から施行する。 



職員就業規則 

- 23 - 

10 この規則は、平成 30年 12月 1日から施行し、平成 30年 4月 1日から適用する。 

11 この規則は、平成 31年４月 1日から施行する。 
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別表（第３８条第１項第８号関係）  親族が死亡した場合の特別休暇の日数 

 

親   族 日   数 

配偶者 １０日 

父母 ７日 

子 ５日 

祖父母 

３日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の

継承を受ける場合にあっては、７

日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば 

１日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の

継承を受ける場合にあっては、７

日） 

父母の配偶者又配偶者の父母 
３日（職員と生計を一にしていた場合にあ

っては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 
１日（職員と生計を一にしていた場合にあ

っては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 
１日（職員と生計を一にしていた場合に合

っては、３日） 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 
１日 

 

 

 

 

 

 

 


